
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

著作権を守り、作者の権利を保護することも創作活動の支援のひとつです。著作権とはどんな権利なのか

専門家からの解説と、県から昨年３月に策定した「障がい者文化芸術作品における作家の権利保護に関する

指針」の説明を行います。併せて、今回は著作権に関する個別相談も実施します。事業所での活動で著作権

に関しての疑問やお悩みがある方はぜひ、お申込みください。弁護士とセンター担当職員が対応いたします。 

 県央圏域では、実際に作品を商品化している事業所から商品化までの流れや商品化の意義についてお話い

ただきます。 

【お問い合わせ】 〒020-0114 

岩手県盛岡市高松三丁目７番 33 号 岩手県社会福祉事業団事務局内 

 

 

TEL:019-662-6851 FAX:019-662-8044 

 

創作活動に関する権利保護研修会 

～創作を支援するために、作り手の権利を守るために～ 

担当：尾形、宮田  

 

① 沿岸圏域(大船渡市) 

日時：１月２８日(火)13:30～1６:00 

会場：キャッセン大船渡 コミュニティスペース 

日時：2 月 6 日(木)13:30～16:00 

会場：奥州市文化会館 Z ホール 会議室 

日時：2 月 20 日(木)13:30～16:00 

会場：中山の園 管理棟 2 階大会議室 

日時：2 月 28 日(金)10:30～15:00 

会場：いわて県民情報交流センター アイーナ 

                会議室 802 

 

岩手県障がい者芸術活動支援センターかだあると 

 

② 県南圏域(奥州市水沢) 

③ 県北圏域(一戸町) ④ 県央圏域(盛岡市) 

①～③共通スケジュール 

13：10～13：30 受付 

13：30～13：35 オリエンテーション 

13：35～14：00 「権利保護に関する指針」の説明 

           ・文化スポーツ部文化振興課 

14：00～16：00 創作活動に関する権利保護研修会 

           ・石川法律事務所  

弁護士 松岡佑哉氏 

16：00～17：00 個別相談会 

〒022-0002 大船渡市大船渡町字野々田 10-3 〒023-0003 奥州市水沢佐倉河字石橋 41番地 

〒028-5133 一戸町中山軽井沢１３９−１ 

〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1 丁目 7番 1 号 

10：00～10：30 受付 

10：30～10：35 オリエンテーション 

10：35～11：35 商品化に関する講演会 

          ・地域活動支援センター工房てんとう虫 

           所長 木村静恵氏 

11：35～12：00 「権利保護に関する指針」の説明 

           ・文化スポーツ部文化振興課 

12：00～13：00 休憩 

13：00～15：00 創作活動に関する権利保護研修会 

          ・石川法律事務所 弁護士 松岡佑哉氏 

15：00～16：30 個別相談会 

 

盛岡会場スケジュール 

参加費 無料 (要申込み・裏面申込書) 

定 員 各 30 名 (定員に達し次第締め切り) 

対象者 
障がい福祉サービス事業所、医療機関、特別支援学校・学級で障がい者の創作活動に関

わる職員・教員等。そのほか、障がいのある人の創作活動に関心がある方なら、どなた

でもご参加いただけます。 

E-mail：kadarto@iwate-fukushi.or.jp 



 

 

    

 

 

 

ふりがな 

お名前 
ご所属、職業 

ご住所 〒 

TEL FAX 

E-mail 

参加希望のプログラム日に☑を入れてください  

□ 2020.1.28  ①大船渡キャッセン(大船渡市) □ 2020.2.20  ③中山の園(一戸町) 

□ 2020.2.6   ②水沢 Z ホール(奥州市) □  2020.2.28  ④アイーナ(盛岡市) 

ご質問等ありましたらご記入ください。 

相談分類 

□作品出展について □作品寄託について □作品の二次利用について  

□作品売買について □作品の取扱全般について □成年後見制度の利用  

□その他（                            ） 

【相談内容】 

研修会申込書  講師：FAX:019-662-8044県文化スポーツ部文化振興課 

個別相談申込書 

以下の申込み欄に必要事項をご記入のうえ、ファックスにてお送りくださ

い。参加希望の方は各研修の１週間前までにお申し込みください。 

※創作活動等に関する相談をお受けします。創作活動等に関連しない法律相談はご遠慮くだ
さい。判断に迷う内容は事前にご相談ください。 


